
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 中央（東町他）配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 

 

第 1回変更 自 令和 4 年 2月  9 日 

       至 令和 5年 6 月 22 日 

 第 2回変更 自 令和 4年 2 月  9 日 

       至 令和 5年 8 月 31 日 

              当初 346,819,000 円 → 変更 388,819,000 円（42,000,000 円増） 

 第 3回変更 自 令和 4年 2 月  9 日 

         至 令和 5年 9 月 30 日（30日間延期） 
 

布設延長：SP800A-6.2ｍ SP800A-251.7ｍ（PIP） SP900A-1.0ｍ（立坑内） 

FCDφ900-51.6ｍ φ400-3.4ｍ φ300-5.9ｍ φ200-2.0ｍ 

      

撤去延長：φ900-50.2m φ900-5.4ｍ（立坑内） φ700-0.7m φ300-2.3ｍ 

 契約変更の理由 

 

１． ドレン排泥室築造の新設 

当初、既設の排泥室を利用する計画としていたが試掘による地下埋設状況の結果、新たに

ドレン排泥室を築造することになった。 

 

２． 立坑築造工の設置 

ドレン排泥室築造箇所及びφ400㎜分岐部箇所の配水管取替工事箇所での試掘の結果、既設水道

管の埋設深度が想定よりも深いことが分かった。夜間施工による即日復旧が困難と判断したた

め所轄警察署と協議した結果、覆工板及び立坑築造による施工方法へ変更となる。 

 

３． 舗装復旧範囲の変更 

道路管理者の建設局中部建設事務所との舗装復旧範囲について協議の結果、復旧範囲が変更と

なる。 

 

※本変更契約案件は、当初の請負金額と変更による請負金額との差額（税込）が、4000 万円を超す設計

及び仕様変更の増額変更に該当するが、契約管理課との協議の結果、本契約方式である「詳細設計付き工

事発注方式」は「神戸市請負契約審査会要綱」における第 1 条、契約事務手続規定の経理契約及びこれに

準ずるものに該当しないと判断されため、神戸市請負契約審査会の承認を必要としない局内決裁にて工事

請負金額の変更をおこなっている。この度の変更契約については請負金額変更決裁からの変更理由書とな

る。 
 

（公表様式第６号） 


